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理
科
支
援
員
配
置
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
政
府
の
事
業
仕
分
け
で
『
廃
止
』
と
判
定
さ
れ
た
理
科
支
援
員
配
置
事
業
が
、
（
石
川
）
県
内
で

新
年
度
も
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

同
事
業
は
、
授
業
を
充
実
さ
せ
て
理
科
離
れ
を
食
い
止
め
よ
う
と
の
趣
旨
で
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
児
童
・
教
員

双
方
か
ら
好
評
を
得
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
業
を
「
廃
止
」
若
し
く
は
縮
小
さ
せ
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
子
供

の
理
科
離
れ
を
加
速
さ
せ
、
我
が
国
の
科
学
技
術
立
国
と
し
て
の
基
盤
を
崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

理
科
支
援
員
配
置
事
業
の
概
算
要
求
額
お
よ
び
今
年
度
予
算
案
額
に
つ
い
て
、
情
報
の
開
示
を
求
め
る
。

二

同
事
業
は
「
政
府
の
事
業
仕
分
け
で
『
廃
止
』
と
判
定
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
業
が
復
活
し
た
理
由
に
つ
い

て
、
政
府
の
説
明
を
求
め
る
。

三

今
年
度
の
予
算
減
額
に
伴
い
、
自
主
財
源
で
同
事
業
を
継
続
す
る
地
方
公
共
団
体
が
存
在
す
る
か
。
存
在
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
地
方
公
共
団
体
名
と
自
主
財
源
額
に
つ
い
て
、
情
報
の
公
開
を
求
め
る
。

四

同
事
業
に
つ
い
て
の
事
業
仕
分
け
で
は
、
「
理
科
教
育
を
充
実
さ
せ
る
に
は
、
理
科
の
専
任
教
員
を
確
保
す
べ
き
だ
」
と

一



す
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
、
と
の
評
が
あ
る
。
今
年
度
予
算
案
に
お
い
て
「
理
科
の
専
任
教
員
を
確
保
す
」
る
た
め
の
施

策
に
つ
い
て
、
政
府
の
具
体
的
な
説
明
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


